
デザインの利用には事前申請及び福島県からの許諾が
必要です。
詳しくは、別添『福島県復興シンボルキャラクター

「キビタン」デザイン等の使用取扱規程』を参照ください。



未来へ羽ばたく福島県の復興シンボル
キャラクターのキビタンは、
みんなとふくしまをつなぐ架け橋として
活躍しているよ！頭のアンテナで
福島の“魅力”と“いま”を発信中！
ＨＡＰＰＹ ＩＳＬＡＮＤに住む
幸せの黄色い鳥なので、
ボクをなでると幸せになれるかも！？

福島県の鳥
「キビタキ」が
モチーフなんだよ！



キビタンの基本色

アンテナ

ズボン

大日本インキ DIC167
プロセスカラー Y100

大日本インキ DIC214
プロセスカラー C100 M20 Y70

大日本インキ DIC211
プロセスカラー C80 Y100

くち

スニーカーの裏

大日本インキ DIC200
プロセスカラー M90 Y70

大日本インキ DIC2194
プロセスカラー K20

スニーカー

ホワイト

キビタンの輪郭

大日本インキ DIC５８２
プロセスカラー K100



キビタンの基本色、スニーカー

アンテナ、ズボン、くち、
スニーカーの裏

ホワイト

大日本インキ DIC219４
プロセスカラー K２0

キビタンの輪郭

大日本インキ DIC５８２
プロセスカラー K100



キビタンの輪郭が同化するような濃い色や
複雑な背景上にイラストを表示する場合は
視認性を確保するためにイラストの周囲に
白フチをつけてください。



キビタンデザインを使用したい場合は、
必ずデザイン案について事前にご相談ください。
相談後に、キビタンデザイン使用承認申請書を
提出いただきます。

ボクのデザインは
福島県ＨＰの「キビタンの部屋」の
利用申請のページにあるからね！



縦横の比率を
変えてはいけません。

バランスを変えては
いけません。



キャラクターを変えるような
修正をしてはいけません。

色を変えてはいけません。



➂

許可なく
デザインを反転して使用
してはいけません。

許可なく部分的に切り取って
使用してはいけません。

デザイン上、必要な場合は
必ず事前にご相談ください。



許可なく手書きでの使用はできません。

※お子さま対象のキビタンイラストコンテスト等を
実施する場合や、お子さまが描いたキビタンを商業目的
で利用する際は必ず事前にご相談ください。

※お子さま等が描いたキビタンを個人のSNS等にアップ
することや、キビタンのイラスト・ぬいぐるみ等と一緒
に撮影した写真等をSNS上で公開したり、個人的な利用
目的で写真をプリントする際には利用申請は必要ありま
せん。



商品等について
キビタンが推奨するような
表現をしてはいけません。

おすすめ商品！

既存デザインに新たなデザイン
を加える等、デザインを変更し
て使用されたい場合は事前に
ご相談ください。



キビタンデザインを使用するときは
必ず名前を入れましょう。

「福島県復興シンボルキャラクター キビタン」
と明記してください。
スペースの関係で収まりきらない場合は

「キビタン©福島県」でも可能です。



mailto:kouho@pref.fukushima.lg.jp

